
基本的な目標基本的な目標

●● 訪日外国人旅行者数を平成22年までに1,000万人にし、将来的には、日本人の海外旅行者数と同程度にする。
●●日本人の海外旅行者数を平成22年までに2,000万人にする。

●●国内における観光旅行消費額を平成22年度までに30兆円にする。
●●日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数を平成22年度までに年間4泊にする。
●●我が国における国際会議の開催件数を平成23年までに5割以上増やす。

平成２０年度観光関連予算案について

観光立国推進基本計画の策定（平成観光立国推進基本計画の策定（平成1919年年66月）月）

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

●国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 【国土交通省】
●広域・総合観光集客サービス支援事業 【経済産業省】
●文化財の総合的な把握 【文化庁】
●世界文化遺産の活用 【文化庁】
●温泉の保護及び安全で適正な利用の確保 【環境省】
●地域の魅力溢れる伝統文化の継承・発展 【文化庁】
●離島観光振興を核とした交流人口の拡大による離島航路の活性化
【国土交通省】

●地域公共交通活性化・再生総合事業 【国土交通省】
●都市鉄道の利便増進 【国土交通省】 等

●観光産業の国際競争力強化、観光の振興に寄与する人材の育成
【国土交通省】

●文化ボランティア活動推進事業 【文化庁】 等

●ビジット・ジャパン・アップグレード・プロジェクト等による国際観
あ光の振興 【国土交通省】
●観光誘致関連広報 【外務省】
●映像国際放送の実施 【総務省】
●スポーツを通じた国際交流の推進・支援 【文部科学省】
●観光立国実現のための出入国審査の充実 【法務省】
●高校生交流の推進等 【文部科学省】 等

●休暇の取得の促進 【厚生労働省】
●地産池消の推進 【農林水産省】
●エコツーリズムの推進 【環境省】
●広範な関係者の参加による魅力的な国立公園づくり推進事業
【環境省】 等

観光立国推進基本法の制定観光立国推進基本法の制定
（平成１８年１２月）（平成１８年１２月）

合計：１，３４３億円（１，３１２億円）

観光産業の国際競争力の強化及び観光産業の国際競争力の強化及び

観光の振興に寄与する人材の育成観光の振興に寄与する人材の育成

国際観光の振興国際観光の振興

観光旅行の促進のための環境の整備観光旅行の促進のための環境の整備

平成２０年度における主要施策平成２０年度における主要施策

観光関連予算案額の合計観光関連予算案額の合計 ：： ２，１３３億円（２，０９１億円）２，１３３億円（２，０９１億円）

合計：１．６億円（１．４億円）

合計：５３０億円（５２４億円）

合計：２３９億円（２３３億円）

※予算額については、平成２０年度予算案額（平成１９年度予算額）
※観光関連部分を特定できない予算は総額には含めていない


